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存
続
及
び
平
山
小
早
期
改
修
の
請
願

書
（
継
続
）
…
不
採
択
、
平
山
小
・

平
山
台
小
統
合
問
題
に
関
す
る
請
願

…
不
採
択
�
�
�
�
�
�
日
野
市
地

域
教
育
力
活
性
化
事
業
補
助
金
交
付

要
綱
ほ
か
３
件
�
�
�
�
�
�
教
育

庶
務
課

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

��

�
�
市
議
会
（
一
般
会
計
予
算

��
特
別
委
員
会
）��

�
�
日
野
駅
周
辺

��

整
備
事
業
竣
工
記
念
式
典
��

�
�

��

多
摩
平
の
森
ふ
れ
あ
い
館
開
館
式

��

��

�
�
市
議
会
（
一
般
会
計

��

��

予
算
特
別
委
員
会
）��

�
�
市
議
会

��

（
特
別
会
計
予
算
特
別
委
員
会
）��
��

�
�
東
京
都
四
市
競
艇
事
業
組
合
理

事
会
・
臨
時
会
��

�
�
市
議
会
本

��

会
議
（
審
査
報
告
、
議
案
上
程
、
請

願
上
程
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

��

�

　

本
紙
４
月
１
日
号
３
面
に
掲
載
し

た
、
税
金
の
「
固
定
資
産
税
課
税
台

帳
の
閲
覧
」
の
記
事
中
、
閲
覧
期
間

は
５
月　

日
�
ま
で
と
あ
り
ま
す

３１

が
、
通
年
の
誤
り
で
す
。
ま
た
、
手

数
料
に
つ
い
て
、
納
税
義
務
者
は
縦

覧
期
間
中
の
５
月　

日
�
ま
で
は
無

３１

料
で
す
。
訂
正
し
て
お
わ
び
し
ま

す
。
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口
座
振
替
は
、
納
付
期
限
の
日
に

指
定
の
預
金
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ

れ
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
が
な
く
、

た
い
へ
ん
便
利
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
市
・
都
民

税
（
普
通
徴
収
）
�
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
�
固
定
資
産
税
（
償
却

資
産
）
�
軽
自
動
車
税
�
国
民
健
康

保
険
税
�
�
�
�
�
�
連
絡
い
た
だ

け
れ
ば
申
込
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
市
内
の
金
融
機
関
で
も
申
し

込
み
が
で
き
ま
す
。
�
預
金
通
帳
と

通
帳
印
�
納
税
通
知
書
を
添
え
て
、

金
融
機
関
の
窓
口
で
申
し
込
み
を

�
�
�
�
�
�
納
税
課
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�
�
�
�
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市
内
転
居
や
他
市
町
村
ヘ
転
出
の

際
は
、
引
っ
越
し
の
４
・
５
日
前
ま

で
に
領
収
書
ま
た
は
検
針
票
を
用
意

し
、
水
道
使
用
中
止
の
連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い
。
連
絡
が
な
い
と
、
そ
の

後
も
料
金
を
継
続
し
て
お
支
払
い
い

三井住友銀行
三菱信託銀行
八千代銀行
山梨中央銀行
ＵＦＪ銀行
りそな銀行
郵便局

中央労働金庫
東京スター銀行
東京都民銀行
東京三菱銀行
東京南農業協同組合
八王子信用金庫
東日本銀行
みずほ銀行

埼玉りそな銀行
さわやか信用金庫
商工組合中央金庫
住友信託銀行
西武信用金庫
多摩中央信用金庫
大東京信用組合
中央三井信託銀行

��������	
�����������	
���

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

水
道
の
使
用
者
が
変
わ
る
時
や
、
家

の
取
り
壊
し
な
ど
で
水
道
を
廃
止
す

る
時
も
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

　

入
居
先
で
水
道
が
使
用
で
き
る
状

態
で
も
使
用
開
始
の
申
し
込
み
を
し

な
い
と
、
使
用
開
始
日
や
使
用
者
の

確
認
が
で
き
ま
せ
ん
。
後
日
、
料
金

の
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
必
ず
連
絡
を
。

�
�
�
�
�
�
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５

３０

時　

分
�
�
�
�
�
�
水
道
業
務
課

１５
（
�　

・
０
２
７
６
）

５８１

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
	
�

��

�
�
�
�
�
�
��

�
	


�

　
「
こ
の
く
ら
い
な
ら
…
」と
い
う
甘

え
や
モ
ラ
ル
の
低
下
か
ら
駐
車
違
反

に
よ
る
多
く
の
「
迷
惑
」
と
大
き
な

「
危
険
」が
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
度
、「
駐
車
問
題
」
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
日
野
警
察
署
交
通
課

（
�　

・
０
１
１
０
）
／
市
道
路
課

５８６

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�

　

浄
化
槽
の
使
用
に
は
、
定
期
的
な

保
守
点
検
と
年
１
回
の
清
掃
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
一

般
家
庭
を
対
象
に
、
そ
の
清
掃
経
費

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
市
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方
に
は
、
３
月
末
に
「
平
成　

年
１６

度
浄
化
槽
清
掃
経
費
軽
減
証
」
を
郵

送
し
ま
し
た
。
未
申
請
の
方
や
「
軽

減
証
」
が
届
い
て
い
な
い
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
平
成　

年
１２

６
月
１
日
以
前
に
下
水
道
が
供
用
開

始
さ
れ
た
区
域
の
方
に
は
、
こ
の
軽

減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

浄
化
槽
の
清
掃
は
、
次
の
許
可
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
日
野
衛
生
公
社（
�

　

・
３
１
７
７
）�
�
�
�
�
�
ご
み

５８１ゼ
ロ
推
進
課
（
�　

・
０
４
４
４
）

５８１

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
施
策
の

推
進
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
任
期
は
、
５
月
１
日

�
〜
平
成　

年
４
月　

日
�
で
す
。

１８

３０

�
�
�
�
�
�
男
性
２
人
、
女
性
２

人
�
�
�
�
�
�
４
月　

日
�
（
必

２３

着
）
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。
往
信

用
裏
面
に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号

を
記
入
し
、
〒　

―
８
６
８
６
日
野

１９１

市
役
所
環
境
保
全
課
へ
※
後
日
、
年

齢
・
性
別
等
を
確
認
す
る
た
め
電
話

連
絡
し
ま
す
�
�
�
�
�
�
４
月　
３０

日
�
に
公
開
抽
選
�
�
�
�
�
�
環

境
保
全
課

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
６
月
、　

月
、　

月
、

１０

１２

２
月
の
月
５
〜
６
回
�
�
�
�
事
務

員
（
ポ
リ
オ
予
防
接
種
の
受
付
、
記

録
）�
�
�
�
�
�　

歳
以
上
�
�
�

３０

�
�
�
若
干
人
�
�
�
�
�
�
４
月

　

日
�
（
必
着
）
ま
で
に
履
歴
書

３０（
写
真
添
付
）
を
、
〒　

―
０
０
１

１９１

２
日
野
本
町
１
の
６
の
２
生
活
・
保

健
セ
ン
タ
ー
内
健
康
課
（
�　

・
４

５８１

１
１
１
）
へ
持
参
か
郵
送

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

在
宅
高
齢
者
へ
の
各
種
事
業
を
行

っ
て
い
る
高
幡
事
務
所
（
在
宅
サ
ー

ビ
ス
係
）
勤
務
で
す
。

�
�
�
�
�
�
週
５
日
午
前
８
時　
３０

分
〜
午
後
５
時
※
週
に
１
回
程
度
の

遅
番
及
び
３
〜
４
週
に
１
回
程
度
土

曜
日
出
勤
あ
り

。
詳
細
は
同
事
務
所
で

配
布
の
募
集
要
項
を
参
照
�
�
�
�

�
�
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門

員
、
訪
問
介
護
員
１
級
い
ず
れ
か
の

有
資
格
者
�
�
�
�
�
�
若
干
人

�
�
�
�
�
�
４
月　

日
�
ま
で
の

２２

月
曜
〜
金
曜
日
午
前
８
時　

分
〜
午

３０

後
５
時　

分
に
履
歴
書
を
、
日
野
市

１５

社
会
福
祉
協
議
会
高
幡
事
務
所
（
�

　

・
１
５
６
７
）
へ
持
参
※
面
接
は

５９１

４
月　

日
�

２６

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

在
宅
の
高
齢
者
に
手
作
り
の
食
事

を
お
届
け
す
る
市
民
参
加
型
福
祉
事

業
の
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
週
２
〜
３
回
程
度
午

前
８
時　

分
〜
午
後
１
時　

分
�
�

３０

３０

�
�
�
�
か
し
の
木
荘
※
配
達
範
囲

は
多
摩
平
・
旭
が
丘
�
�
�
�
�
�

調
理
、
配
達
、
買
い
物
、
献
立
作
り
、

月
１
回
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
�
�
�
�

�
�
自
動
車
普
通
免
許
所
持
者
※
栄

養
士
資
格
あ
れ
ば
な
お
可
�
�
�
�

�
�
１
人
�
�
�
�
�
日
野
市
社
会

福
祉
協
議
会
（
�　

・
２
３
１
９
）

５８２
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建
築
物
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き

は
、
完
了
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

完
了
検
査
を
受
検
し
、
検
査
済
証

を
取
得
す
る
に
は
建
築
主
の
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
に
よ
り
、
建
築
基

準
法
令
に
適
合
す
る
か
検
査
し
、
適

合
す
る
場
合
は
検
査
済
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け

な
い
と
、
公
的
融
資
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
や
、
将
来
、
譲
渡
す
る
場
合

に
不
利
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
詳
細
は
契
約
し
て
い
る
工
事
監

理
者
、
工
事
施
工
者
ま
た
は
建
築
指

導
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
建
築
指
導
課
（
�　
５８７

・
６
２
１
１
）
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平
成　

年
度
か
ら
納
期
が
５
期
か

１６

ら
９
期
に
変
更
に
な
り
ま
す
（
左
表

参
照
）。
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
保
険
年
金
課
保
険
税

係�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�

�
�
�
�
�
�

　

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き

は
、
国
民
健
康
保
険
の
脱
退
手
続
き

が
必
要
で
す
。
新
し
く
加
入
し
た
被

保
険
者
証
・
国
民
健
康
保
険
証
・
印

鑑
を
持
参
し
、
手
続
き
を
。
市
外
へ

転
出
さ
れ
る
方
は
、
転
出
届
の
際
に

保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

退
職
な
ど
に
よ
り
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
と
き
は
、
�
健
康
保
険

資
格
喪
失
証
明
書
ま
た
は
退
職
証
明

書
�
印
鑑
（
認
印
で
可
）
�
世
帯
で

す
で
に
国
民
健
康
保
険
証
を
お
持
ち

の
場
合
は
そ
の
保
険
証
�
厚
生
年
金

や
共
済
年
金
を　

年
以
上
（
ま
た
は

２０

　

歳
以
降　

年
以
上
）
加
入
し
て
そ

４０

１０

の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
年
金

証
書
を
持
参
し
、
市
役
所
２
階
保
険

年
金
課
ま
た
は
七
生
支
所
（
支
所
で

手
続
き
の
場
合
、
保
険
証
は
後
日
郵

送
）
へ
※
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
で

加
入
し
て
い
る
保
険
が
変
わ
る
場
合

改　正　後改　正　前

７月１日～３１日第１期７月１日～３１日

８月１日～３１日第２期９月１日～３０日

９月１日～３０日第３期１１月１日～３０日

１０月１日～３１日第４期翌年１月４日～３１日

１１月１日～３０日第５期翌年３月１日～３１日

１２月１日～２８日第６期―

翌年１月４日～３１日第７期―

翌年２月１日～末日第８期―

翌年３月１日～３１日第９期―

は
、
各
課
で
手
続
き
が
必
要
で
す

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

日
野
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
、
親
元
を
離
れ
て
地
方
の
学
校
へ

通
う
方
に
は
学
生
用
の
保
険
証
を
別

に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
在

学
証
明
書
・
国
民
健
康
保
険
証
・
印

鑑
を
持
参
し
、
市
役
所
２
階
保
険
年

金
課
で
手
続
き
を
。

�
�
�
�
�
�
保
険
年
金
課
給
付
係
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去
る
３
月　

日
、
日
野
郵
便
局
で

１７

子
ど
も
た
ち
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
の
出
発
式
が
あ
り

ま
し
た
。

 　

日
野
郵
便
局
・
市
内
特
定
郵
便
局

の
職
員
が
、
集
配
等
の
業
務
の
傍
ら

不
審
な
行
動
を
見
か
け
た
場
合
、
一

一
〇
番
通
報
し
た
り
、「
声
か
け
」
を

行
う
な
ど
し
て
、
安
全
な
街
づ
く
り

の
一
翼
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

（
学
校
課
）

�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
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�

��
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�
	
日
野
市
教
育

委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
制

定
ほ
か　

件
�
�
�
�
�
�
日
野
市

１１

立
学
校
統
合
計
画
（
案
）（
平
山
小
・

平
山
台
小
）�
�
�
�
�
�
平
山
台
小


